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公募・企画競争方式による学納金収納代行業務受託事業者選定の公示

次のとおり業務提案書等の提出を招請します。

平成２２年 ８月 ２日

独立行政法人国立高等専門学校機構本部

契約担当役 事務局長 大 槻 秀 明

１ 業務概要

（１）業 務 名 独立行政法人国立高等専門学校機構学納金収納代行業務

（２）業務内容 口座振替による学納金の収納代行業務及びそれに付随する業務

（３）契約期間 平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日

２ 参加資格

（１）参加を申込む事業者（以下「参加申込事業者」という）に要求される資格

① 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則（独立行政法人国立高等専門

学校機構規則第４１号）第４条及び第５条の規定に該当しないこと

② 東京都内に本店もしくは支店，営業所を有すること

③ 平成１２年度以降に、単一の委託者から年１５万件以上の口座振替による収納代行

業務を受託している実績を有すること

ただし、当該受託実績は１回の請求で６万件以上の振替を行う請求が含まれるもの

であること

④ 法人税の未納税額がない事業者であること

⑤ 経営状態が健全であること

⑥ 不正または不誠実な行為がないこと

３ 参加申込

（１）参加申込書等の提出

参加申込事業者は、公募・企画競争方式参加申込書（以下「参加申込書」という ）。

を所定の期限までに提出すること。

参加申込書には本公示２（１）に掲げる参加資格を有する証明として次に例示する書

類等を添付すること。

① 会社概要（会社の経歴、本店、支店、営業所の所在が分かるもの）

② 契約書の写し（本公示２（１）③の要件を満たすことが証明できるもの１件）

③ 納税証明書

④ 直近の事業年度にかかる財務諸表類

⑤ その他資格要件を満たしていることが証明できる書類

参加申込書等の提出方法は、持参又は簡易書留とする。
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（２）参加申込書の配布

本公示下段の担当部局にて配布する。

（ホームページからダウンロードするか、担当部局にて受け渡し ）。

（３）参加申込書等の提出先

本公示下段の担当部局とする。

（４）参加申込書等の提出期限

平成２２年８月１６日（月）まで

（土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第118号）に規定す

る休日を除く９時から１７時まで）

（５）参加申込事業者の参加資格審査

提出された参加申込書等により、参加資格を有すると認められた参加申込事業者を対

象として、実施説明会を開催する。

参加申込事業者が公募・企画競争への参加資格を有しないと認められる場合は、参加

資格を認めない旨を通知する。

（６）参加資格を認めないとされた参加申込事業者へ開示する事項

参加資格を認めないとされた参加申込事業者が請求する場合に限り、その者について

のみ参加資格を認めないとした項目名を書面で開示する。

請求は、書面をもって行うものとし、提出方法は担当部局へファックスにて行うもの

とする。

請求は、次に定める日までに行うものとする。

平成２２年８月２３日（月）

４ 実施説明会

（１）実施説明会の開催日時，場所

参加資格を有すると認められた参加申込事業者に別途通知する。

５ 業務提案書等の作成，提出

（１）業務提案書等の作成，提出

実施説明会時に貸与する実施説明書等により作成すること。

業務提案書等の審査を経て、受託事業者を選定する。

（２）業務提案書等の作成に関する質問，提出期限，提出場所，部数及び提出方法等

実施説明会時に説明する。

（３）業務提案書等の審査及び受託事業者の選定

審査は、会社内容に関する事項，危機管理，受託体制，受託実績，業務引継，見積金

額等について、提案の公募・企画競争の意図との合致、実現可能性、適正な範囲内での

効率性、他の方法との比較における優位性等を比較して行い、総合評価において最も得

点の高い提案を行った参加事業者を受託事業者として選定する。
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６ その他

（１） 独立行政法人国立高等専門学校機構学納金収納業務受託事業者選定実施要項第２１条

各号の規定に該当するときは、失格となる。

（２） 提出された書類は、選定を行う作業に必要がある場合は複製を作成することがある。

（３） 提出された書類は返却しない。

（４） 公募・企画競争参加にかかる費用については、参加申込事業者の負担とする。

（５） 公募・企画競争に参加する事業者は、公募・企画競争終了後、実施説明会等において

貸与された資料等を速やかに高専機構へ返還しなければならない。

（６） 提出された書類は、高専機構以外から要請があれば、公正性、透明性及び客観性を期

すため開示することがある。

（７） 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。

なお、詳細については「独立行政法人国立高等専門学校機構学納金収納代行業務受託事業者選

定実施要項 （平成２２年５月２０日制定）を参照願います。」

担当部局

〒１９３－０８３４ 東京都八王子市東浅川町７０１－２

独立行政法人国立高等専門学校機構本部

財務課財務システム係 橋本

電 話：０４２－６６２－３１３７

ＦＡＸ：０４２－６６２－３１３８
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（抜 粋）

独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第４１号

制 定 平成１６年 ４月 １日

一部改正 平成２０年１２月２４日

（一般競争に参加させることができない者）

第４条 契約担当役は，会計規則第３２条に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産

者で復権を得ない者を一般競争に参加させることができない。

（一般競争に参加させないことができる者）

第５条 契約担当役は，次の各号の一に該当する者を，その事実があった後２年間一般競争に参

加させないことができる。これを代理人，支配人その他の使用人として使用する者についても

同様とする。

一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし，又は物件の品質若しくは数量に

関して不正の行為をした者

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し，若しくは不正な利益を得るために連

合した者

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

六 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を，契約の履行に当たり，代理

人，支配人その他の使用人として使用した者

２ 契約担当役は，前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に参加させ

ないことができる。

独立行政法人国立高等専門学校機構学納金収納代行業務受託事業者選定実施要項

平成２２年 ５月２０日

（失格条件）

第２１条 参加事業者及び受託事業者と決定した事業者に、次に掲げる事由が生じた場合は、公

募・企画競争の参加資格又は受託事業者の決定を取り消す。

（１） 第５条に規定する公募・企画競争の参加資格のいずれかを欠くこととなった場合

（２） 提出書類等の作成に係る不正行為が認められた場合


